
資料２ 
 

 

 

 「『卓越大学院プログラム』評価要項」及び「卓越大学院プログラム 

採択プログラムに係るフォローアップについて」の一部改定について 

 

 

改 正 概 要 

 

 

 

「『卓越大学院プログラム』評価要項（令和５年 11月改正）」について、審査要項を準用

するとしていた秘密保持について、他事業の評価要項を参考に、「情報の管理、守秘義務、

評価調書の使途制限」とし、評価要項内に明記したもの。審査要項の内容を転記したほか、

時流に合わせ、生成 AIの使用制限についてなどもあわせて追記したもの。 

「卓越大学院プログラム採択プログラムに係るフォローアップについて（令和６年３月

７日改正）」についても、上記と同様の内容を追記したもの。あわせて、追記によって生じ

た条項の修正を行ったもの。また、別紙１～３の様式について、「平成〇〇年度」となって

いるところ、改元に伴い平成表記を削除するもの。 
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「卓越大学院プログラム」評価要項 新旧対照表 

 

（傍線の部分は改正部分） 

改正案 現 行 

（令和５年 11月改正 卓越大学院プログラム

委員会決定） 

４．その他  

（１）審査要項の準用 

   開示・公開等、利害関係者の排除につい

ては、審査要項を準用する。 

 

（２）情報の管理、守秘義務、評価調書の使途

制限 

（ア）全ての委員には守秘義務が課されてい

るため、評価の過程で知り得た個人情

報及び大学の評価内容に係る情報につ

いては、外部に漏らしてはならない。 

（イ）個人情報や機密情報を含む情報の漏洩

リスクがあるため、計画調書等評価関

係資料の内容を、生成 AIに入力しない

こと。 

（ウ）委員として取得した情報（審査・評価

及びフォローアップに関する全ての資

料を含む）は、他の情報と区別し、善

良な管理者の注意義務をもって管理す

る。 

（エ）評価に係る資料等は、本事業の評価を

行うことを目的とするものであり、そ

の目的の範囲内で使用する。 

（オ）委員等の氏名等は、評価結果等の決定

後に公表するため、公表されるまでの

間は、自身を含め委員の氏名等は他に

漏らさないこと。 

 

（３）新型コロナウイルス感染拡大に係る影響

の取扱い 

   評価における新型コロナウイルス感染

拡大に係る影響の取扱いについては別紙

のとおりとする。 

 

４．その他  

（１）審査要項の準用 

開示・公開等、利害関係者の排除、秘密

保持については、審査要項を準用する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新型コロナウイルス感染拡大に係る影響

の取扱い 

評価における新型コロナウイルス感染

拡大に係る影響の取扱いについては別紙

のとおりとする。 
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（４）フォローアップ 

   中間評価後のフォローアップについて

は、「卓越大学院プログラム 採択プログ

ラムに係るフォローアップについて」（平

成 30 年 10月 22 日（令和７年●月●日改

正予定）卓越大学院プログラム委員会決

定）に則って行う。プログラム委員会は、

毎年フォローアップの結果を文部科学省

に報告し、文部科学省が行う補助金の適正

配分（各年度における配分金額や資金計画

の見直し等）に資する。 

 

（５）評価要項の見直し 

   プログラム委員会は、評価の実施状況等

を踏まえ、必要に応じ本評価要項の見直し

を行う。 

 

（３）フォローアップ 

中間評価後のフォローアップについて

は、「卓越大学院プログラム 採択プログラ

ムに係るフォローアップについて」（平成

30 年 10 月 22 日（令和 2年 8 月 26 日改

正）卓越大学院プログラム委員会決定）に

則って行う。プログラム委員会は、毎年フ

ォローアップの結果を文部科学省に報告

し、文部科学省が行う補助金の適正配分

（各年度における配分金額や資金計画の

見直し等）に資する。 

 

（４）評価要項の見直し 

プログラム委員会は、評価の実施状況等を踏

まえ、必要に応じ本評価要項の見直しを行う。 
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卓越大学院プログラム 採択プログラムに係るフォローアップについて 新旧対照表 

 

（傍線の部分は改正部分） 

改正案 現 行 

（令和６年３月７日改正 卓越大学院プログ

ラム委員会決定） 

４．追跡調査 

 

採択プログラムが事業目的に合致した

成果を上げたかを将来的に確認・評価す

る観点から、大学は、プログラム修了者

のキャリアパスを継続的に把握すると

ともに、就職先機関における評価を聴取

し、採択プログラムにフィードバックす

る体制を構築することとし、振興会から

の求めに応じて、その状況を報告する。 

 

５．その他 

 

（１）公表等 

 

   各大学の作成する実施状況報告書にお

ける「プログラム進捗状況概要」及び部

会で確認した現地視察報告書について

は、振興会ホームページにおいて公表す

る。 

 

（２）情報の管理、守秘義務、実施状況報告

書の使途制限 

１）全ての委員及び PO には守秘義務

が課されているため、フォローアッ

プの過程で知り得た個人情報及び

審議内容に係る情報については外

部に漏らしてはならない。 

２）個人情報や機密情報を含む情報の

漏洩リスクがあるため、計画調書等

フォローアップ関係資料の内容を、

生成 AI に入力しないこと。 

３）委員及び PO として取得した情報

（審査・評価及びフォローアップに関

する全ての資料を含む。）は、他の情

報と区別し、善良な管理者の注意義

務をもって管理する。 

４）審議に係る資料等は、事業のフォ

ローアップを行うことを目的とす

るものであり、その目的の範囲内で

使用する。 

 

 

（条移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

４．公表等 

 

   各大学の作成する実施状況報告書にお

ける「プログラム進捗状況概要」及び部

会で確認した現地視察報告書について

は、振興会ホームページにおいて公表す

る。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．追跡調査 

採択プログラムが事業目的に合致した

成果を上げたかを将来的に確認・評価す

る観点から、大学は、プログラム修了者

のキャリアパスを継続的に把握すると
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ともに、就職先機関における評価を聴取

し、採択プログラムにフィードバックす

る体制を構築することとし、振興会から

の求めに応じて、その状況を報告する。 
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別紙１ 

 

卓越大学院プログラム 

平成○○年度プログラム実施状況報告書(案) 

 

 
 

＜プログラム進捗状況概要＞ 

１．プログラムの目的・大学の改革構想 

 

 

２．プログラムの進捗状況 

 

 

 

 

【平成○○年度実績：大学院教育全体の改革への取組状況】 

・本事業を通じた大学院教育全体の改革への取組状況、及び次年度以降の見通しについて 

採択年度  整理番号  

機関名  全体責任者（学長）  

プログラム責任者  プログラムコーディネーター  

プログラム名称  
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＜実施内容＞ 

１．実施・運営体制の構築状況 

【申請時】 
①指導・支援体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②企画・運営・連携体制 

 

 

 

 

 

 

③評価体制 

 

 

 

 

 

【平成○○年度実績／進捗状況／申請時からの変更点】 
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２．構想・計画の進捗状況 

【申請時】 

①学位プログラムの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②優秀な学生の獲得・学修研究環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③プログラムとして設定する検証可能かつ明確な目標の達成状況 

 

 

 

【平成○○年度実績／進捗状況／申請時からの変更点】 
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３．審査結果における留意事項（プログラム委員会からのコメントにおける改善すべき事項）への対応とその結果 

○改善を要する点                         

 

 

＜平成○○年度における対応とその結果＞                         

 

 

 

 

４．プログラムの実績 

【平成○○年度実績】 

①入学者数（定員）／在学者数（定員） 

 

②修了者数（定員）／就職者数（就職先） 
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別紙２ 

 

 

 

卓越大学院プログラム現地視察報告書（平成○○年度）（案） 

                      卓越大学院プログラム委員会  

  

 

機 関 名  整 理 番 号  

プ ロ グ ラ ム 名 称  

プログラム責 任 者  プログラムコーディネーター  

１．進捗状況概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大学院教育全体の改革への取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．意見（改善を要する点、実施した助言等） 
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別紙３ 

 

 

 

卓越大学院プログラム PO フォローアップ報告書（平成○○年度）（案） 

                   プログラムオフィサー氏名：         

  

 

機 関 名  整 理 番 号  

プ ロ グ ラ ム 名 称  

プログラム責 任 者  プログラムコーディネーター  

１．進捗状況概要（留意事項への対応状況及び実施した支援の概要、助言内容等含む） 

 

 

 

 

 

 

【大学院教育全体の改革への取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．課題・意見等（今後、フォローアップが必要と思われる点等） 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他（所感等）  
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「卓越大学院プログラム」評価要項（改正案） 

 

令和３年２月 

令和５年 11月改正 

令和７年●月改正 

卓越大学院プログラム委員会 

 

「卓越大学院プログラム」（以下「本事業」という。）の中間評価及び事後評

価は、この評価要項に従って行うこととする。 

 

 

１． 評価の目的  

本事業は、新たな知の創造と活用を主導し、次代を牽引する価値を創造すると

ともに、社会的課題の解決に挑戦して、社会にイノベーションをもたらすことが

できる博士人材（高度な「知のプロフェッショナル」）を育成することを目的と

する事業である。本事業では、構築された学位プログラム1が、補助期間終了後

も大学の学内外資源等により持続的に運営され、本事業の目的に沿った人材が

継続的に輩出されるよう、各大学における大学院の教育改革及びシステム改革

に取り組む期間として７年間にわたって支援することとしている。 

 

（１）中間評価 

中間評価は、本事業において採択されたプログラム（以下「採択プログラム」

という。）の進捗状況や継続性・発展性等を評価し、優れた取組を抽出し、そ

れを伸ばしていくこと等を通じて、本事業の目的が十分達成できるよう各大

学に対して適切な助言を行うとともに、評価結果に基づいて各プログラムの

資金計画の見直し、文部科学省が行う補助金の適正配分、大学院教育の振興施

策の検討に資することを目的とする。 

 

（２）事後評価 

事後評価は、各採択プログラムにおいて、中間評価結果を踏まえた対応が適

切に行われ、本事業の目的が達成されたかについて評価するとともに、その結

果を各大学に示し適切な助言を行うことにより、補助期間終了後の学位プロ

グラムの定着等の大学院教育の水準の向上に資することを目的とする。また、

1 本事業における「学位プログラム」とは、①博士課程において、どのような人材を養成するのかを明ら

かにし、②専攻の枠を超えて、担当する教員によって組織的な教育・研究指導体制を構築し、③教員間の

綿密な協議に基づき、学生が修得すべき知識・能力を具体的・体系的に示し、④一貫性のある教育を通じ

て、その課程を選択した学生に必要な知識・能力を修得させ、博士学位の授与とともに修了する、という

①～④の要素を１つのプログラムとしてとりまとめたものである。申請単位である「学位プログラム」に

は、「プログラム及び取組の内容」、「プログラム担当者等をはじめとした教育研究体制の整備」、「学生に

対する活動等の支援や環境の整備」が含まれる。いわゆる「研究科等連係課程」とは異なることに留意。 
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各採択プログラムの成果等を明らかにし、社会に公表することにより、大学や

研究機関、民間企業、公的機関等のそれぞれのセクターにおける博士号取得者

の活躍を促進することを併せて目的とする。 

 

 

２． 評価の進め方  

（１）評価の対象 

   中間評価：採択後４年度目の採択プログラム 

   事後評価：採択後７年度目の採択プログラム 

 

（２）評価体制 

   評価は、「卓越大学院プログラム委員会」（以下「プログラム委員会」とい

う。）及び「審査・評価部会」（以下「部会」という。）において実施する。 

  プログラム委員会は、評価要項を定めるとともに、部会における審議を踏

まえ、各採択プログラムの評価結果を決定する。 

部会は、「（３）評価方法」に沿って各採択プログラムの評価結果（案）を

取りまとめ、プログラム委員会に報告する。 

 

 

卓越大学院プログラム委員会 

審査・評価部会 

 

報告 

評価結果の審議・決定 

評価結果(案)のとりまとめ 

13



（３）評価方法 

 （ア）中間評価 

中間評価は、部会において以下の①～④の方法により行う。その際は、

申請時の計画調書（採択後提出版）、採択時の審査結果表等を活用する。 

 

① 書面評価 

部会は、各採択プログラムについて次の評価資料により個別評価を行

うとともに、現地調査及びヒアリングの観点を議論する。 

(a) 各採択プログラムが作成する中間評価調書（大学による自己点検

評価や外部評価の結果を含む）及び文部科学省による実施状況調

査 

（b）各採択プログラムに選抜された学生（以下「学生」という。）及び

プログラム担当者に対して文部科学省及び日本学術振興会が行

うアンケート調査の結果 

(c) プログラムオフィサー（PO）による、評価項目を踏まえたプログ 

ラムの取組状況の確認表（評価項目確認表） 

（d）各年度のプログラム実施状況報告書、現地視察報告書及びプログ

ラムオフィサー（PO）フォローアップ報告書 

 

② 現地調査2 

部会は、書面評価の際に議論された観点をもとに、採択プログラムご

とに３～４名程度の部会委員により、プログラム責任者、プログラムコ

ーディネーター、プログラム担当者(連携先機関を含む)、学生、インタ

ーンシップ受入れ機関等の担当者等へのインタビュー等を行う。 

 

③ ヒアリング 

部会は、全体責任者（学長）及びプログラム責任者、プログラムコー

ディネーター、プログラム担当者（以下「プログラム責任者等」という。）

からヒアリングを行い、書面評価や現地調査結果を踏まえた質疑応答を

行う。 

 

④ 合議評価、評価結果（案）の作成 

部会は、書面評価、現地調査及びヒアリング結果に基づき合議評価を

行い、採択プログラムの評価結果（案）や助言等をまとめる。 

なお、部会は、各採択プログラムの評価結果（案）をまとめる際に、

「Ｃ」又は「Ｄ」評価と判断された採択プログラムについては、大学に

対し事前に評価結果（案）を開示する。開示を受けた大学は、事業計画

2 委員会の判断により、ウェブ会議システムによる実施等、社会情勢を踏まえた代替措置を以

て行うことができる 
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や資金計画等の見直し案を部会に提出し、部会は当該採択プログラムの

大幅な縮小又は中止の必要性等についてあらためて評価を行う。 

 

（イ）事後評価 

事後評価は部会において以下の①～④の方法により行う。その際は、中

間評価結果及び計画調書（採択後提出版）等を活用する。 

 

① 書面評価 

部会は、各採択プログラムについて次の評価資料により個別評価を行

うとともに、現地調査及びヒアリングの観点を議論する。 

（a）各採択プログラムが作成する事後評価調書（大学による自己点検評

価や外部評価の結果を含む）及び文部科学省による実施状況調査 

（b）学生及びプログラム担当者に対して文部科学省及び日本学術振興

会が行うアンケート調査の結果 

（c）プログラムオフィサー（PO）による、評価項目を踏まえたプログラ

ムの取組状況の確認表（評価項目確認表） 

（d）中間評価以降の各年度のプログラム実施状況報告書、現地視察報告

書及びＰＯフォローアップ報告書 

 

② 現地調査3（必要に応じて実施） 

部会は、必要に応じ、採択プログラムごとに３～４名程度の部会委員

により、プログラム担当者、学生、修了者、連携先機関、修了者の就職

先機関等の担当者等へのインタビュー等を行う。 

 

③ ヒアリング 

部会は、全体責任者（学長）及びプログラム責任者等からヒアリング

を行い、書面評価や必要に応じて実施する現地視察において十分に確認

できなかった事項等について質疑応答を行う。 

 

④ 合議評価、評価結果（案）の作成 

部会は、書面評価、現地調査及びヒアリング結果に基づき合議評価を

行い、採択プログラムの評価結果（案）や助言等をまとめる。 

部会は、各採択プログラムの評価結果（案）をまとめる際に、各大学

に対し事前に評価結果（案）を開示する。各大学から意見申し立てがあ

った場合にはその申し立て内容について再度審議を行い、評価結果（案）

をまとめる。 

3 委員会の判断により、ウェブ会議システムによる実施等、社会情勢を踏まえた代替措置を以

て行うことができる 
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＜中間評価手順（イメージ）＞ 

 

 

  

翌年度

卓越大学院プログラム委員会

・評価方針の決定

２月

４～６月

７月

個別書面評価

部会（書面評価）

部会

ＰＯによる

評価方針を
踏まえた現地

訪問
大学による中間評価

調書等作成

現地調査

部会（ヒアリング・合議評価）

部会（評価結果（案）の作成）

卓越大学院プログラム委員会

８月

９月

１２月

１～２月

３月

・評価の決定
・Ｃ評価については見直し案の承認

・評価方針等の確認
・成果が上がっている点、改善を要する点等を報告

・部会委員による評
価用調書等の確認

・書面評価及びＰＯによる現地訪問を
踏まえた現地調査及びヒアリングの
観点を議論

・３～４名の担当委員によるプログラム担当
者、学生、連携先機関のプログラム担当者
等へのインタビュー

学生・プログラム担当者
アンケートの実施

当初計画の抜本的な見直しや
中止することが必要と判断された場合

右記以外

大学に対し評価結果（案）を開示し、開示を受けた大学は、
事業計画等の見直し案を部会に提出し、部会は大幅な縮小
または中止の必要性等についてあらためて評価する。

部会委員による現地視察

現地視察報告書決定

春頃

【Ｓ、Ａ、Ｂ評価】

大学による当初計
画の見直し案提出

秋頃
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＜事後評価手順（イメージ）＞ 

  

卓越大学院プログラム委員会

・評価方針の決定

２～３月

４～６月

７月

個別書面評価

部会（書面評価）

部会

大学による事後
評価調書等作成

現地調査（必要に応じ）

部会（ヒアリング・合議評価）

部会（評価結果（案）の作成）

卓越大学院プログラム委員会

８月

９月

１１～１２月

１２～１月

２～３月

・評価の決定

・評価方針等の確認
・成果が上がっている点、改善を要する点等を報告

・部会委員による評
価調書等の確認

・書面評価及びＰＯによる現地訪問を踏
まえ現地調査の要否を議論

評価結果（案）を大学に示し、意見
申し立てがあった場合にはその申し
立て内容について再度審議を行う

学生・プログラム担当者
アンケートの実施

・３～４名の担当委員によるプログラム担当
者、学生、連携先機関のプログラム担当者
等へのインタビュー

ＰＯによる

評価方針を
踏まえた現地

訪問
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（４）総合評価基準 

 （ア）中間評価 

   中間評価は、「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」の５段階の絶対評価で行う。

それぞれの区分と評価基準は以下のとおりとする。 

区分 評価基準 

Ｓ 計画を超えた取組であり、現行の努力を継続することによって本

事業の目的を十分に達成することが期待できる。 

Ａ 計画どおりの取組であり、現行の努力を継続することによって本

事業の目的を達成することが期待できる。 

Ｂ 一部で計画と同等又はそれ以上の取組も見られるものの、計画を

やや下回る取組もあり、本事業の目的を達成するには、助言等を

考慮し、一層の努力が必要である。 

Ｃ 取組に遅れが見られ、一部で十分な成果を得られる見込みがない

等、本事業の目的を達成するために当初計画の縮小等の見直しを

行う必要がある。見直し後の計画に応じて補助金額の減額が妥当

と判断される。 

Ｄ 取組に遅れが見られ、総じて計画を下回る取組であり、支援を打

ち切ることが必要である。 

    

（イ）事後評価 

事後評価は、「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の４段階の絶対評価で行う。それ

ぞれの区分と評価基準は以下のとおりとする。 

区分 評価基準 

Ｓ 計画を超えた取組が行われ、優れた成果が得られていることから、

本事業の目的を十分に達成できたと評価できる。 

Ａ 計画どおりの取組が行われ、成果が得られていることから、本事

業の目的を達成できたと評価できる。 

Ｂ 概ね計画に沿った取組が行われ、一部で十分な成果がまだ得られ

ていない点もあるが、本事業の目的をある程度は達成できたと評

価できる。 

Ｃ 計画に沿った取組が行われておらず、十分な成果が得られている

と言えないことから、本事業の目的を達成できなかったと評価す

る。 

 

 

（５）評価結果の活用 

 （ア）中間評価 

プログラム委員会は、決定した各採択プログラムの中間評価結果を文部

科学省に報告し、文部科学省が中間評価の結果に応じて行う翌年度以降の
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補助金の適正配分（各年度における配分金額や資金計画の見直し等）に資

する。また、評価対象の採択プログラム全体を総括した見解を文部科学省

へ報告する。 

プログラム委員会は、採択プログラムの推進に向けて適切な助言を行う

ために、各大学に対し中間評価結果を開示し公表する。 

「Ｓ」、「Ａ」又は「Ｂ」の評価を受けた大学は、次年度５月頃に提出する

前年度の実施状況報告書とともに、必要に応じて、中間評価結果を踏まえ

た当初計画の見直し案を提出する。 

 

（イ）事後評価 

   プログラム委員会は、決定した各採択プログラムの事後評価結果を文部

科学省に報告し、文部科学省が行う他の大学教育改革支援プログラムの審

査等に資する。また、評価対象の採択プログラム全体を総括した見解、事後

評価の最終年度の事業全体を総括した見解をそれぞれ文部科学省へ報告す

る。 

また、プログラム委員会は、学位プログラムの定着に向けて適切な助言を

行うために、各大学に対し事後評価結果を開示し公表する。さらに、各採択

プログラムの成果等と事後評価結果を報告書として取りまとめ、広く社会

に公開する。 

 

（６）プログラムオフィサー（PO）の貢献 

   年度当初に当該年度において中間評価又は事後評価の対象となる採択プ

ログラムを訪問する POは、本評価要項に掲げる評価項目を踏まえて採択プ

ログラムの取組状況を確認し、成果が上がっている点と改善を要する点に

関する確認表（評価項目確認表）を作成し、部会において報告するとともに、

必要に応じて意見を述べることができる。 

部会はこの報告及び意見を評価の参考とする。 

 

（７）その他 

採択プログラムに参画する研究科や専攻等の組織の一部又は全部が、本

事業にかかる教育研究を行う組織として不適当と認められる場合、プログ

ラム委員会又は部会は、当該採択プログラムの中間評価又は事後評価にお

いて、このことを踏まえた評価を行うこととする。  
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３． 評価項目  

評価項目及びそれぞれの評価に占める各評価項目のウェイトは以下のものを

原則とする。また、評価に当たっては、各大学や文部科学省及び日本学術振興会

が実施するアンケート調査の結果を活用して、学生や連携先機関等の視点を重

視する。 

 

（１）中間評価 

（ア）大学院全体の改革を実現する卓越した学位プログラムの確立（３０％） 

○ プログラムとしての卓越性（教育研究の内容や構成、国内外の大学・研

究機関等との連携による教育研究環境の構築、学生の質）が確立されて

いるか。（プログラムの卓越性） 

○ 大学全体の中長期的な改革構想の中での戦略的なものとして位置付け

られているか。（大学におけるプログラムの位置付け） 

○ 優秀な学生を高度な「知のプロフェッショナル」として卓越した博士人

材へと導く国際的に通用する一貫した学位プログラムが整備されてい

るか。（プログラムの整備） 

○ 学内でのプログラムに対する理解及び学内の協力体制が構築されてい

るか。（大学における体制） 

○ コースワークや複数専攻制、研究室ローテーションなど教育指導の内容

が広範かつ体系的に整備されているか。（カリキュラムの整備） 

○ 多様な背景を持つ優秀な博士課程学生が主体的に学内外で切磋琢磨し

刺激し合い、独創的な研究が計画、実践されているか。（切磋琢磨し合

う取組の実施） 

○ 学生の在籍する研究科・専攻との緊密な連携の下、学生への過度な負担

の軽減にも配慮したカリキュラムとなっているか。（学生の在籍する研

究科・専攻との連携） 

○ プログラムにおいて設定された KPIが達成されているか。また、今後も

達成される見込みがあるか。（KPIの達成状況） 

○ 連携先機関等との間で、養成する人材像、３つのポリシー（ディプロマ・

ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）等に

ついての共通理解に基づいた取組が実施されているか。（連携先機関と

の共通理解） 

○ 連携先機関と、大学内の部局及び民間企業等の各主体の壁を越えた「組

織」対「組織」の関係の下での連携体制が構築されているか。（連携先

機関との連携体制） 

○ 当該大学の大学院全体の改革を実現する観点から、プログラムの構築・
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実施、成果の波及、取組の継続性・発展性の確保等を図るための具体的

な取組が進んでいるか。（大学院改革のための具体的取組） 

 

（イ）修了者の高度な「知のプロフェッショナル」としての成長及び活躍の実

現性（３０％） 

○ 学生に俯瞰力や独創力並びに高度な専門性が涵養されるような見通し

が得られているか。また、学生自身が成長を実感しているか。（卓越人

材育成の見通し） 

○ 修了者が様々なセクターを牽引する高度な「知のプロフェッショナル」

として活躍できる多様で具体的なキャリアパスの見通しを提示できて

いるか、また、学生が多様なキャリアパスの可能性を明確に理解してい

るか。さらに、キャリアパス開拓のため、専任のプログラム担当者の配

置や企業の人事担当者へのはたらきかけなど具体的な取組が進められ

ているか。（キャリアパスの見通し） 

○ 修了者の適切なキャリアパスの構築を見据えた人材の育成・交流及び新

たな共同研究の創出等が持続的に展開される環境が構築されているか。

（持続的な環境の構築） 

○ 共同研究やインターンシップをはじめ実践性を備えた効果的な研究訓

練等が行われ、各学生に対して産学官民等の各界より高い評価が得られ

ているか。（学生への外部からの評価） 

○ 修了者の社会での活躍状況を長期にわたり把握する仕組みの構築に向

けて具体的な取組に着手しているか。（把握手法の構築） 

 

（ウ）高度な「知のプロフェッショナル」を養成する指導体制の整備（（ウ）

～（オ）で２０％） 

○ 国内外の多様なセクターから優秀な教員を結集した密接な指導体制や、

メンターやＴＡの活用をはじめ組織的な支援体制が構築されているか。

（指導体制の構築） 

○ プログラム担当者、学生の指導教員等の学内関係者のみならず、大学全

体として大学院改革に向けたプログラム理念を共有し共通理解をもっ

て改革を推進・協力しているか。（改革意識の共有） 

○ 外国人学生・教員との関わり及び外国語の使用等によるグローバルな

教育研究・生活環境が確保されているか。（グローバルな環境整備） 

○ 連携先機関の協力に基づく世界最高水準の教育研究環境が実現されて

いるか。（連携先機関との高水準の研究環境） 

○ クロスアポイントメント制度の活用や優秀な企業人等の大学教育への
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参画など、民間企業等との協力の下、大学と連携先機関との若手教員の

人事交流及びそれを促進する仕組みが構築されているか。（ネットワー

クの形成） 

 

（エ）優秀な学生の獲得 

○ 多様な背景を持つ優秀な学生を国内外から獲得するための工夫を行っ

ているか、またその結果として優秀な学生を獲得できているか。（優秀

な学生の獲得） 

○ 学生が学修研究に専念できるような工夫や経済的支援がなされている

か。（学修環境への支援） 

 

（オ）世界に通用する確かな質保証システム 

○ 高度な「知のプロフェッショナル」となるに相応しい資質能力を保証す

る開かれた学位審査体制が構築されているか。（学位審査体制の構築） 

○ Qualifying Examination など修得能力を包括評価する確かな質保証シ

ステムが構築されているか。（質保証システムの構築） 

 

（カ）事業の継続・発展（２０％） 

○ 全体責任者（学長）を中心とした責任あるマネジメント体制が構築され

ているか。（マネジメント体制の構築） 

○ 高度な「知のプロフェッショナル」を輩出する仕組みの継続性が担保さ

れ、発展性の見込みがあるか。（プログラムの継続性） 

○ 客観的な数値目標の設定や外部評価体制等が的確で、採択プログラムの

検証・改善が図られているか。（ＰＤＣＡサイクルの構築） 

○ 経費の支出内容及び規模は適切か。（経費の適切な執行） 

○ 当初予定していた資金計画に沿った計画的・段階的な学内外資源の活用

がなされているか。また、中長期的な観点からも相応しい水準となって

おり、補助期間終了後においても、継続の見込みがあるか。（継続・発

展のための取組状況） 

 

（２）事後評価 

（ア）卓越した学位プログラム、「知のプロフェッショナル」を養成する体制

等の構築（１０％） 

○ 優秀な学生を高度な「知のプロフェッショナル」として卓越した博士人

材へと導く国際的に通用する一貫した学位プログラムであり、広範かつ

体系的な教育研究指導が行われたか。（プログラムの最終形態の確認） 
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○ 国内外の多様なセクターからの優秀な教員、メンターやＴＡの活用をは

じめ組織的な指導体制や、外国人学生・教員との関わり及び外国語の使

用等によるグローバルな教育研究・生活環境が構築されたか。（指導体

制等の構築） 

○ プログラムにおいて設定された KPIが達成されたか。また、今後も適切

に更新される見込みがあるか。（KPIの達成状況） 

○ 学生選抜、Qualifying Examination、開かれた学位審査体制など、高度

な「知のプロフェッショナル」となるに相応しい資質能力を保証するシ

ステムが構築されたか。（学生の質保証） 

○ 外部評価により採択プログラムの検証・改善が図られ、設定した数値目

標が達成されたか。（ＰＤＣＡサイクルの構築） 

○ 経費の支出内容及び規模は適切か。（経費の適切な執行） 

 

（イ）修了者の成長（２５％） 

○ 修了者がプログラムを通じ、俯瞰力や独創力並びに高度な専門性を身

に付けることができ、プログラムを履修したことに満足しているか。（卓

越人材の育成） 

○ 修了者がプログラムを通じ、分野や立場を超えた多様な人的ネットワー

クを構築することができたか。（ネットワークの構築） 

 

 （ウ）キャリアパスの構築（２５％） 

○ あらゆるセクターを牽引する高度な「知のプロフェッショナル」として

のキャリアパスにつながる就職や起業等の実績を上げているか。（就職、

キャリアパスの実績） 

  ○ 修了者の社会での活躍状況を長期にわたり把握する仕組みが構築され

たか。（把握手法の構築） 

 

（エ）大学院全体への波及効果及び事業の継続・発展（４０％） 

○ 全体責任者（学長）を中心とした責任あるマネジメント体制が構築され、

採択プログラムに参画していない研究科や専攻への学位プログラムの

導入など大学院全体として教育改革、システム改革が進められたか。（マ

ネジメント、波及効果） 

○ プログラム担当者、学生の指導教員等の学内関係者のみならず、大学全

体として大学院改革に向けたプログラム理念を共有し共通理解をもっ

て改革を推進・協力しているか。（改革意識の共有） 

○ 補助期間終了後も学位プログラムの定着・発展に向けて、計画に沿った
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教育研究組織の再編、テニュア教員4のポストの配置計画、学位審査体

制の整備、学内外資源の活用を踏まえた資金計画やＦＤ・ＳＤの実施、

教育実績の重視など教職員の評価基準の見直し等について具体的な取

組が実施され、十分継続できるか。また、それに加えて、学生が学修研

究に専念できる経済的支援の定着や新しい専攻や研究科の創設など計

画を上回る教育研究組織の再編等に意欲的に取り組んだか。（継続・発

展のための取組状況） 

○ 当初予定していた資金計画に沿った計画的・段階的な学内外資源の活用

がなされたか。また、補助期間終了後においても、学内外資源の活用が

継続される見込みがあるか。（学内外資源の活用） 

○ 連携先機関と「組織」対「組織」の関係の下での連携体制が構築された

か。また補助期間終了後も体制の継続が図られているか。（連携先機関

との連携体制） 

 

４．その他  

（１）審査要項の準用 

   開示・公開等、利害関係者の排除については、審査要項を準用する。 

 

（２）情報の管理、守秘義務、評価調書の使途制限 

（ア）全ての委員には守秘義務が課されているため、評価の過程で知り得た個

人情報及び大学の評価内容に係る情報については、外部に漏らしてはな

らない。 

（イ）個人情報や機密情報を含む情報の漏洩リスクがあるため、計画調書等評

価関係資料の内容を、生成 AIに入力しないこと。 

（ウ）委員として取得した情報（審査・評価及びフォローアップに関する全て

の資料を含む）は、他の情報と区別し、善良な管理者の注意義務をもっ

て管理する。 

（エ）評価に係る資料等は、本事業の評価を行うことを目的とするものであり、

その目的の範囲内で使用する。 

（オ）委員等の氏名等は、評価結果等の決定後に公表するため、公表されるま

での間は、自身を含め委員の氏名等は他に漏らさないこと。 

 

（３）新型コロナウイルス感染拡大に係る影響の取扱い 

   評価における新型コロナウイルス感染拡大に係る影響の取扱いについて

4 「テニュア教員」とは、任期の定めがなく定年までの身分が保障された教員のことを指す。 
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は別紙のとおりとする。 

（４）フォローアップ 

   中間評価後のフォローアップについては、「卓越大学院プログラム 採択

プログラムに係るフォローアップについて」（平成 30 年 10 月 22 日（令和

７年５月●日改正予定）卓越大学院プログラム委員会決定）に則って行う。

プログラム委員会は、毎年フォローアップの結果を文部科学省に報告し、文

部科学省が行う補助金の適正配分（各年度における配分金額や資金計画の

見直し等）に資する。 

 

（５）評価要項の見直し 

   プログラム委員会は、評価の実施状況等を踏まえ、必要に応じ本評価要項

の見直しを行う。 
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卓越大学院プログラム 

採択プログラムに係るフォローアップについて（改正案） 

 

 

平成３０年１０月２２日 

（令和元年７月４日改正） 

（令和２年８月 26 日改正） 

（令和６年３月７日改正） 

（令和７年●月●日改正） 

卓越大学院プログラム委員会決定  

  

１．内容 

 

事業目的の着実な達成に資するため、採択プログラムを実施する大学（以下「大学」とい

う。）に赴き、プログラム参加学生（以下「学生」という。）を含む関係者との質疑応答及び

教育現場・施設の視察等を行うことにより、プログラムの進捗状況を適切に把握・確認する

とともに、必要に応じて指導・助言を行う。 

 

 

２．実施体制 

 

（１）フォローアップは、卓越大学院プログラム委員会（以下「委員会」という。）の審査・評

価部会（以下「部会」という。）を中心に行う。 

 

（２）部会は、採択プログラムごとに、フォローアップ担当委員（以下「担当委員」という。）

を割り当てる。 

 

（３）また、担当委員との連携のもとに、各採択プログラム（複数を兼ねる場合を含む。）に対

する日常的な進捗状況の把握、相談、助言等を行うプログラムオフィサー（以下「PO」と

いう。）を別に置く。PO は、企業、国際機関、外国の大学等、海外での勤務経験を有する

者等のうちから独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）理事長が任命す

る。 

 

 

３．実施方法 

 

（１）実施手順 

 

    ＜大学＞ 

大学は、自己点検評価や外部評価により、採択プログラムの適正な実施に努めつつ、毎

年度終了時に、採択プログラムごとに実施状況報告書（別紙１）を作成し、委員会に提出す

る。なお、４年度目・７年度目の評価実施前年度分の同報告書の作成・提出については要し

ない。 

 

＜担当委員＞ 

１）担当委員は、提出のあった実施状況報告書の内容を確認するとともに、現地を訪問

し、大学の関係者から説明を受け質疑応答を行うとともに、必要に応じて教育現場・

施設等の視察を行う（委員現地視察）。その際、原則として学生からの意見も併せて聴

取する。また、他の部会委員も任意で委員現地視察に参加することができる。 

 

    ○委員現地視察の実施時期（必要に応じて）  

   採択プログラムの実施期間のうち、実行初期段階としての２年度目及び４年度目の
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評価を踏まえた見直し時期にあたる５年度目を目処に行う。 

 

○委員現地視察の位置付け 

＜初期段階での事業趣旨・目的の確認等（採択２年度目）＞ 

・卓越大学院プログラムの事業の趣旨並びに当該採択プログラムの実施の方向性

の確認及び採択時の意見等への対応状況の確認を行い、必要に応じ事業趣旨に

沿ったプログラムの運営がなされるよう指導・助言を行う。 

＜採択４年度目の評価結果の対応状況等の確認（採択５年度目を目途）＞ 

・事業目的の着実な達成及び採択プログラムが補助期間終了後も定着・発展する

ための取組が適切に行われるよう、採択４年度目の評価結果に付した留意事項

及び採択２年度目の現地視察報告書（別紙２）の意見等への対応を確認するとと

もに、必要に応じて指導・助言を行う。 

 

○大学の関係者（委員現地視察対応者） 

     ・全体責任者（学長）（必要に応じて同席） 

・プログラム責任者 

・プログラムコーディネーター及びプログラム担当者 

     ・メンター及びインターンシップ受入れ機関の担当者並びに修了者の就職先機関の

関係者（必要に応じて同席） 

・学生 

     ・プログラム事務局（必要に応じて同席） 

          

○実施項目（例） 

① 学生との意見交換 

         ② 教育現場・施設等の視察 

     ③ プログラム責任者等との質疑応答 

     ④ 講評 

⑤ その他、担当委員が必要と判断する事項 

※実施項目並びに各実施項目にかかる所要時間は採択プログラムの進捗状況等に応

じ、半日から一日程度の範囲において、部会において決定するものとする。 

 

２）担当委員は、以下（２）に示す観点に基づき、採択プログラムが適正に実施されてい

るかどうかを把握し、必要に応じて指導・助言を行う。 

 

３）現地視察後、担当委員は現地視察報告書を作成し、部会に提出する。 

 

＜PO＞ 

１）PO は、担当する採択プログラムのプログラムコーディネーターと連絡を保ちつつ、

毎年度、必要に応じて機動的に大学を訪問等（PO 現地訪問）し、学生との対話等を含

めプログラムの進捗状況を確認するとともに、プログラムの改善・充実に必要な相談、

助言等のケアを積極的に行う。 

 

２）PO 現地訪問については、委員現地視察スケジュール例等を参考に実施する。また、

必要に応じて他の採択プログラムを担当する PO や部会委員も PO 訪問に参加すること

ができる。 

 

３）PO は、委員現地視察にも原則として立ち会うものとする。 

 

４）PO は、毎年度終了後に PO フォローアップ報告書（別紙３）を作成し、部会に提出

する。 

 

５）PO は、原則として関係する部会にオブザーバー出席するものとする。 
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   ＜委員会、部会＞ 

部会は、担当委員から提出のあった現地視察報告書について、その内容を確認し、

必要に応じてコメントを付し、大学の確認を経た上で大学に開示・公表する。  

また、PO から提出のあった PO フォローアップ報告書について、その内容を確認し、

必要に応じてコメントを付した上で大学に開示する。部会はこれら報告書の内容につい

て委員会へ報告する。 

各報告書における意見等への大学の対応状況については、部会の実施する４年度目

及び７年度目の評価において確認し、各評価に反映させることとする。  

なお、フォローアップの過程で進捗状況に著しい問題があると部会が判断した場合

は、委員会へ報告し、委員会の決定に基づき、当該採択プログラムに対する文部科学

省による支援を縮小もしくは廃止させることもありうるものとする。  

   

（２）フォローアップの観点 

・事業の趣旨・目的が適切に理解されているか。 

・採択プログラムの実施・運営体制は適切に構築されているか。 

・採択プログラムは当初の構想・計画に沿って順調に進捗しているか。４年度目の評価

結果を踏まえた当初計画の見直し案に沿って、順調に進捗しているか。 

・特色ある学位プログラムへの取組が進んでいるか。 

・審査結果表及び４年度目の評価結果に付した留意事項及び現地視察報告書の意見等へ

の対応はなされているか。 

・PO フォローアップ報告書の意見等への対応はなされているか。 

・実質的な教育内容として効果が期待できるものとなっているか。もしくは、効果が上

がっているか。 

・各事業で自ら設定した目標の達成度、各年度の KPI の達成状況、資金計画の状況が

どのようになっているか。  

・事業経費の支出内容は、費用対効果を含め妥当であるか。 

・採択プログラムを通じた大学院教育全体の改革が進んでいるか。（プログラムに参画

する専攻等の教育改革や、成果の大学院全体への波及に向けた具体的取組の進捗状況

など） 

 

（３）その他 

・実施に当たっては、大学、担当委員、PO の過度の負担とならないように配慮する。 

・委員現地視察や PO 訪問並びにアンケート調査等において、学生からの意見を精緻に聴

取する仕組みを工夫することにより、学生の意見の把握に努める。 

・委員現地視察や PO 現地訪問は、委員会の判断により、ウェブ会議システムによる実施

等、社会情勢を踏まえた代替措置を以て行うことができる。 

・担当委員は、上記（１）によらない場合でも上記（２）に示す観点に基づき、事業計画が

適正に実施されているかどうかを把握し、必要に応じて指導・助言を行うことができる。 

 

 

４．追跡調査 

 

採択プログラムが事業目的に合致した成果を上げたかを将来的に確認・評価する観点

から、大学は、プログラム修了者のキャリアパスを継続的に把握するとともに、就職先

機関における評価を聴取し、採択プログラムにフィードバックする体制を構築すること

とし、振興会からの求めに応じて、その状況を報告する。  
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５．その他 

 

（１）公表等 

 

   各大学の作成する実施状況報告書における「プログラム進捗状況概要」及び部会で確認

した現地視察報告書については、振興会ホームページにおいて公表する。 

 

（２）情報の管理、守秘義務、実施状況報告書の使途制限  

１）全ての委員及び PO には守秘義務が課されているため、フォローアップの過程で

知り得た個人情報及び審議内容に係る情報については外部に漏らしてはならない。 

２）個人情報や機密情報を含む情報の漏洩リスクがあるため、計画調書等フォローア

ップ関係資料の内容を、生成 AI に入力しないこと。 

３）委員及び PO として取得した情報（審査・評価及びフォローアップに関する全て

の資料を含む。）は、他の情報と区別し、善良な管理者の注意義務をもって管理す

る。 

４）審議に係る資料等は、事業のフォローアップを行うことを目的とするものであり、

その目的の範囲内で使用する。 
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別紙１ 

 

卓越大学院プログラム 

○ ○ 年 度 プ ロ グ ラ ム 実 施 状 況 報 告 書 

 

 
 

＜プログラム進捗状況概要＞ 

１．プログラムの目的・大学の改革構想 

 

 

２．プログラムの進捗状況 

 

 

 

 

【○○年度実績：大学院教育全体の改革への取組状況】 

・本事業を通じた大学院教育全体の改革への取組状況、及び次年度以降の見通しについて 

採択年度  整理番号  

機関名  全体責任者（学長）  

プログラム責任者  プログラムコーディネーター  

プログラム名称  
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＜実施内容＞ 

１．実施・運営体制の構築状況 

【申請時】 
①指導・支援体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②企画・運営・連携体制 

 

 

 

 

 

 

③評価体制 

 

 

 

 

 

【○○年度実績／進捗状況／申請時からの変更点】 
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２．構想・計画の進捗状況 

【申請時】 

①学位プログラムの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②優秀な学生の獲得・学修研究環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③プログラムとして設定する検証可能かつ明確な目標の達成状況 

 

 

 

【○○年度実績／進捗状況／申請時からの変更点】 
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３．審査結果における留意事項（プログラム委員会からのコメントにおける改善すべき事項）への対応とその結果 

○改善を要する点                         

 

 

＜○○年度における対応とその結果＞                         

 

 

 

 

４．プログラムの実績 

【○○年度実績】 

①入学者数（定員）／在学者数（定員） 

 

②修了者数（定員）／就職者数（就職先） 
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別紙２ 

 

 

 

卓越大学院プログラム現地視察報告書（○○年度） 

                      卓越大学院プログラム委員会  

  

 

機 関 名  整 理 番 号  

プ ロ グ ラ ム 名 称  

プログラム責 任 者  プログラムコーディネーター  

１．進捗状況概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大学院教育全体の改革への取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．意見（改善を要する点、実施した助言等） 
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別紙３ 

 

 

 

卓越大学院プログラム PO フォローアップ報告書（○○年度） 

                   プログラムオフィサー氏名：         

  

 

機 関 名  整 理 番 号  

プ ロ グ ラ ム 名 称  

プログラム責 任 者  プログラムコーディネーター  

１．進捗状況概要（留意事項への対応状況及び実施した支援の概要、助言内容等含む） 

 

 

 

 

 

 

【大学院教育全体の改革への取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．課題・意見等（今後、フォローアップが必要と思われる点等） 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他（所感等）  
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